
入浴
（Ⅰ）

入浴
（Ⅱ）

個別機能訓
練

加算Ⅰ（イ）

サービス提
供体制強化
加算Ⅰ

要介護１ 567円 40円 8円
要介護２ 670円 46円 9円
要介護３ 773円 53円 11円
要介護４ 876円 59円 12円
要介護５ 979円 65円 13円

入浴
（Ⅰ）

入浴
（Ⅱ）

個別機能訓
練

加算Ⅰ（イ）

サービス提
供体制強化
加算Ⅰ

要介護１ 386円 30円 6円
要介護２ 442円 33円 7円
要介護３ 500円 36円 7円
要介護４ 557円 40円 8円
要介護５ 614円 43円 9円

入浴
（Ⅰ）

入浴
（Ⅱ）

個別機能訓
練

加算Ⅰ（イ）

サービス提
供体制強化
加算Ⅰ

要介護１ 368円 29円 6円
要介護２ 421円 32円 6円
要介護３ 477円 35円 7円
要介護４ 530円 38円 8円
要介護５ 585円 41円 8円

加算料金（月額）

加算料金

40円

40円

加算料金

※入浴介助Ⅱとはケアマネによる計画の基、自宅における入浴個別計画書と指導により入浴出来る環境を整える事。
場合に加算されます。
※加算料金の「入浴介助」「個別機能訓練加算」については、それぞれのサービスを利用した

介護職員特定
処遇改善加算

Ⅰ
（日額）1.2％

食事の提供に
要する費用
（法定外費用）

※特例的な評価としてR3.4月から9月迄の間、基本報酬に0.1％の単位数が上乗せされます。

40円

※サービス提供体制加算Ⅰ＝勤続年数10年以上の介護福祉士の割合が25％以上の事業者が算定出来ます。

※家族の方が送迎をした場合は片道－47円減算になります。

（要介護の方）
※介護職員処遇改善加算は（基本料金+加算料金）×5.9％と特定加算1.2％が加算されます。
（小数点以下は四捨五入）上記料金表は「入浴介助Ⅰ」の加算にて計算。
※利用者負担額は、利用区分に応じ介護保険料の１割（2割・3割）と食費の合計額になります。

55円 56円

（
3
～
4
時
間

）

介護区分
（3～4時間） 基本料金

介護職員
処遇改善加算
Ⅰ（日額）
5.9％

※加算料金の「サービス提供体制強化加算」については、前年度の職員の状況により毎年4月に
変更することがあります。

22円 460円

55円 56円 22円 460円

55円 56円 22円 460円

（
4
～
5
時
間

）

介護区分
（4～5時間） 基本料金

介護職員
処遇改善加算
Ⅰ（日額）
5.9％

介護職員特定
処遇改善加算

Ⅰ
（日額）1.2％

食事の提供に
要する費用
（法定外費用）

デイサービスセンターふくせんの郷　利用料金表
令和3年4月1日改正

通所介護サービス

要介護の方（１回あたりの自己負担額/1割負担の場合）
基
本
提
供
時
間

（
5
～

6
時
間

）

介護区分
（5～6時間） 基本料金

介護職員
処遇改善加算
Ⅰ（日額）
5.9％

介護職員特定
処遇改善加算

Ⅰ
（日額）1.2％

食事の提供に
要する費用
（法定外費用）


